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特　　集

政務活動費の交付申請から収支報告までの流れ

政務活動費に関するホームページ公開

収支状況報告書及び領収書の写し 視察・研修報告書

高山市議会政務活動費の交付に関する条例及び
規則の改正により、平成29年度の政務活動費に関
する収支状況報告書（交付の都度）及び交付の対
象となった領収書の写しを公開しています。

議会では、会派の実施した行政視察について、市
ホームページで公開しています。平成29年度から
は、行政視察に加え、研修受講も、研修報告書とし
てホームページで公開することとなりました。

議　　　　長

視察及び研修報告書等の公表
（市ホームページ）

収支報告書等（領収書の写し含む）
公表（閲覧・市ホームページ）

①政務活動費交付申請
　（実施の都度）
③収支状況報告・研修報告
　（交付の都度1か月以内に提出）

②政務活動費交付

市　　　　長

市　　　　民

政　務　活　動

会派等（会派に属さない議員を含む）

（議長経由）

④公表

先進地区視察の様子

※収支状況報告及び領収書の写しは、交付後1か月
以内にホームページに掲載します。

※視察報告書及び研修報告書は、実施後1か月を目
途にホームページに掲載します。

市ホームページ（行政情報）

視察報告書

政務活動費

市議会の公開市議会


